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ダイレックス優越的地位濫用事件東京高裁判決

事実の概要

　１　ダイレックスによる濫用行為
　食料品等を小売りする総合ディスカウントス
トア業を営む原告Ｘ（ダイレックス）は、平成 21
年 6 月 28 日から平成 24 年 12 月 16 日までの間、
①納入業者 78 社に対し、新規開店等店舗におけ
る開店前準備作業のため、納入業者の従業員等の
派遣を要請し、従事させ（本件従業員等の派遣）、
②納入業者 66 社に対し、店舗の閉店セールにお
いて、納入業者が納入した商品のうち、Ｘが定め
た割引率で販売した商品について、その割引額に
相当する額の全部又は一部の金銭を「協賛金」等
の名目で提供するように依頼し、提供を受け（本
件協賛金の提供）、また③Ｘの店舗Ａにおいて火災
が発生した際、滅失又は毀損した商品を搬入して
いた納入業者 43 社に対し、当該商品の販売価格
に相当する額について、返品又は値引きとして処
理するか、無償納入品として取り扱うことを依頼
し、商品の売上代金から相殺するなどの方法によ
り提供を受ける（「本件火災関連金の提供」）等の行
為を行った。

　２　公取委の排除措置命令・課徴金納付命令
　　　および審決
　公取委は、Ｘの上記①から③の各行為がそれぞ
れ独禁法 2 条 9 項 5 号ロに該当し、19 条に違反
するとして、平成 26 年 6 月 5 日、排除措置命令
および課徴金納付命令を行った。Ｘが審判請求を
行い、公取委は令和 2 年 3 月 25 日、Ｘの優越的
地位が認められる納入業者の数を減らす等、排除
措置命令を変更し、また課徴金納付命令の一部を

取り消す審決を行った１）。これに対してＸが審決
の取消しを請求する訴訟を提起した。

判決の要旨

　請求棄却。
　１　優越的地位の判断・認定
　Ｘの取引の相手方である納入業者 69 社を 3 つ
に分け、第 1 類型納入業者 40 社については、特に、
Ｘに対する取引依存度が高いことから、第 2 類型
納入業者 24 社については、特に、取引先別の売
上高の順位におけるＸの順位が高いことから、Ｘ
の優越的地位が認められる。第 3 類型納入業者 4
社については、その事業規模がＸに比して著しく
小さいこと等から優越的地位が認められ、残りの
1 社については、当該納入業者のＸとの取引を担
当している地区の営業拠点が全社的にみて営業上
重要な営業拠点であること等から、Ｘの優越的地
位が認められる。

　２　不利益行為該当性
　(1)　本件従業員等派遣について
　従業員等の派遣は、「売主としては当該従業員
等による労務をその派遣の期間逸失することにな
るほか、交通費等派遣に必要となる費用が発生し
た場合には当該費用を負担することになることか
ら、売主にとって通常は何ら合理性のないことで
あり、そのような合理性のない行為は、原則とし
て不利益行為に当たるものと解するのが相当であ
る。」
　したがって、例えば、新規店舗開設等作業のた
めの従業員等派遣については、①派遣の条件につ
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いて、あらかじめ相手方と合意し、かつ、派遣の
ために通常必要な費用を買主が負担する場合、②
従業員等の派遣による相手方の負担が従業員等の
派遣を通じて相手方が得ることとなる直接の利
益等を勘案して合理的な範囲内のものである場合
等、上記の不合理性を払拭するような特段の事情

（以下、このような事情を「従業員等派遣例外事由」
という。）がない限り、相手方において自由かつ
自主的な判断に基づいてこれを受け入れたという
ことはできず、不利益行為に当たるものと認める
のが相当である。
　(2)　本件協賛金の提供について
　買主に対し協賛金等の名目で買主のために本来
提供する必要のない金銭を提供することは、売主
にとって何ら合理性のないものであり、そのよう
な行為は、原則として不利益行為に当たるという
べきである。
　その不合理性を払拭するような特段の事情（以
下、このような事情を「金銭提供例外事由」という。）
がない限り、不利益行為に当たるものと認めるの
が相当である。
　以上のとおり、Ｘの本件各行為については、い
ずれも、Ｘにおいて、自己の取引上の地位が対象
納入業者である特定納入業者に優越していること
を利用して、正常な商慣習に照らして不当に独占
禁止法 2 条 9 項 5 号ロに該当する行為（優越的地
位の濫用行為）をしたものと認められる。

　３　課徴金算定の基礎について
　独占禁止法 20 条の 6 に基づく優越的地位の濫
用に係る課徴金制度は、「優越的地位の濫用禁止
の実効性確保のための行政上の措置として機動的
に発動できるようにしたものであって、課徴金の
額の算定方式についても、算定基準も明確なもの
であることが望ましく、また、制度の積極的かつ
効率的な運営により抑止効果を確保するためには
算定が容易であることが必要であって、個々の事
案ごとに経済的利益を算定することは適切ではな
いということができる。
　このような制度趣旨に鑑みれば、事業者の 1 個
の違反行為（優越的地位の濫用行為）につき相手
方が複数ある場合における違反行為期間について
は、始期である『当該行為をした日』とは、複数
の相手方のうちいずれかの相手方に対して最初の
当該行為をした日をいい、違反行為期間の終期で

ある『当該行為がなくなる日』とは、複数の相手
方の全ての相手方に対して当該行為が行われなく
なった日をいうものと一律に解するのが相当であ
る。
　さらに、上記説示した課徴金制度の趣旨に照ら
せば、同種の優越的地位の濫用行為が複数の相手
方に対して行われた場合のみならず、異なる種類
の優越的地位の濫用行為が複数の相手方に対して
行われた場合についても、それが、組織的かつ計
画的に一連のものとして実行されたものと認めら
れるなど、事業者の優越的地位の濫用行為として
一体のものであると評価することができる場合に
は、全体として 1 個の違反行為がされたものと
して、独占禁止法の規定を適用し、一律に違反行
為期間を認めるのが相当というべきである。」

判例の解説

　一　はじめに
　独禁法 2009（平成 21）年改正によって、優越
的地位の濫用に課徴金制度が導入されて以降、公
取委は 5 件の審決を行い、そのうち 4 件の審決２）

について審決取消訴訟が提起された（以下「4 審
決」という。）。2021（令和 3）年、4 件のうちラル
ズ事件について、東京高裁は、優越的地位の濫用
を定める 2 条 9 項 5 号の各要件、課徴金の算定
等の争点について最初の司法判断を行い、公取委
の審決をほぼ認める内容の判決を行った３）。この
判決については、様々な指摘がなされている４）。
本判決は、ラルズ事件判決に続く 2 件目の司法
判断である。

　二　優越的地位の意義および判断基準
　本判決は、優越的地位の濫用規制の趣旨、優越
的地位の意義およびその判断基準等については、
公取委「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上
の考え方」（以下「優越ガイドライン」という。）を
引用するなどして、4 審決およびラルズ事件判決
とほぼ同じ内容の判決を行っている。
　優越的地位の認定について、本判決では、納入
業者 69 社を 3 つに分け、第 1 類型納入業者 40
社については、特に、Ｘに対する取引依存度が高
いことを重視して、第 2 類型納入業者 24 社につ
いては、特に、取引先別の売上高の順位における
Ｘの順位が高いことを重視して優越的地位が認定
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されている。第 3 類型納入業者 4 社については、
資本金額および年間総売上高に照らしてその事業
規模がＸに比して著しく小さいこと等から優越的
地位が認定されている。残りの 1 社については、
当該納入業者のＸとの取引を主に担当している地
区の営業拠点における取引先別の順位が高く、当
該納入業者にとってこの営業拠点が全社的にみて
売上高の割合が高いことから営業上重要な営業拠
点であること等から、Ｘとの取引の継続が困難に
なることが事業経営上大きな支障を来すと認定さ
れている。本判決の優越的地位の判断、考慮要素
等については、4 審決およびラルズ事件判決とほ
ぼ同じである。

　三　不利益行為該当性
　本判決は、独禁法 2 条 9 項 5 号所定の行為を「不
利益行為」といい、従業員等の派遣などの不利益
行為が「正常な商慣習に照らして不当に」行われ
た場合に「優越的地位の濫用行為」が成立すると
する。
　本判決は、従業員等の派遣の不利益行為該当性
について、つぎのように判断した。すなわち、従
業員等の派遣は、売主が従業員等による労務を逸
失するほか、派遣に伴う費用を負担することにな
ることから売主にとっては何ら合理性のない行為
であり、原則として不利益行為に当たるが、①派
遣の条件について、あらかじめ相手方と合意し、
かつ、派遣に必要費用を買主が負担する場合、②
派遣によって売主が得る直接の利益等を勘案して
合理的な範囲のものである場合（例外事由がある
場合）には、上記の不合理性が払拭されるとの判
断枠組みをとる。これは 4 審決と同じであるが、
ラルズ事件判決は 4 審決とは異なる表現を用い
ていたことから、従業員等の派遣が原則として不
利益行為に該当し、例外事由があれば、不利益行
為にはならないとする考え方を採用しなかったよ
うにも読めた５）。この点、本判決は、4 審決と同
じ考え方をとることを明らかにしている。
　つぎに、本判決は、従業員等の派遣は、例外事
由がない限り、「相手方において自由かつ自主的
な判断に基づいてこれを受け入れたということは
できず不利益行為に当たる」と述べる。ラルズ事
件判決は、優越的地位の濫用行為の公正競争阻害
性について、「不利益行為に当たる本件各行為を
一定期間、広範囲にわたって継続的に行っていた

もので、納入業者の自由かつ自主的な判断による
取引が阻害され、結果として、納入業者がその競
争者との関係で不利となり、原告がその競争者と
の関係で優位となるおそれがあり、公正な競争秩
序に悪影響を及ぼすおそれがある」と述べ、不利
益行為が納入業者の自由で自主的な判断による取
引を阻害することに公正な競争への影響をみつつ
も、かかる行為が一定期間、広範囲にわたって継
続的に行われることによって、結果として、間接
的に、行為者間の競争および取引の相手方の間の
競争に影響を与えることに公正競争阻害性をみて
いる。行為の広がりや継続性があることによって
間接的な競争への影響をみているようである。
　これに対して、本件では、「正常な商慣習に照
らして不当に」の要件が争点にならなかったこと
もあるが、本判決は、不利益行為自体に、相手方
において自由かつ自主的な判断に基づく取引の阻
害をみて、この点に公正競争阻害性をみているよ
うに解される。

　四 　課徴金の算定
　１　独禁法 20 条の 6 の規定は、2 条 9 項 5 号
に該当し 19 条に違反する行為が継続して行われ
た場合に、「違反行為期間における、当該違反行
為の相手方との間における……購入額」に 1％を
乗じた額の課徴金の納付を命じなければならな
い、と定めている。この規定を素直に読めば、「違
反行為」とは 2 条 9 項 5 号に該当する行為、本
件では本件各行為がそれぞれ 20 条の 6 の「違反
行為」に当たると解される。しかし、本判決は、
20 条の 6 の「違反行為」については、「全体とし
て 1 個の違反行為」が成立するとして、本件各行
為のうちのいずれかが最初に行われた時を「始期」
とし、すべての行為が終了した時を「終期」とし
て「違反行為期間」を捉え、この間における、行
為者に優越的地位が認められる納入業者（劣位納
入業者）からの購入額を基礎として課徴金を算定
する考え方をとる。4 審決およびラルズ事件判決
でとられた考え方を踏襲するものである。優越的
地位の濫用に係る課徴金の算定についてのこのよ
うな考え方に対しては、厳しい批判が加えられて
いる６）。

　２　独禁法上の課徴金の算定については、制度
導入時から違反行為が影響を及ぼした取引を基礎
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にして課徴金の額を算定する考え方がとられてい
る。平成 17 年改正および平成 21 年改正によっ
て課徴金の対象とされるようになった私的独占、
法定類型の不公正な取引方法（2 条 9 項 1 号から 5
号に該当する行為）についても同様の考え方で課
徴金が算定される仕組みになっている。優越的地
位の濫用については、他の対象行為とは異なり、
供給に係る行為に加えて供給を受ける相手方に対
する行為についても課徴金の対象とされている。
これまで、大規模小売業者等の納入業者に対する
濫用行為の事例が多く、これらに対する規制を強
化する趣旨からである７）。大規模小売業者等によ
る濫用行為は、複数の納入業者に対して、異なる
種類の濫用行為が、継続的に行われる点に特徴が
ある。このような特徴から、濫用行為によって影
響の及ぶ取引は、納入業者のうち劣位納入業者に
対して、1 つ又は複数の濫用行為がなされた取引、
言い換えれば、相手方の自由で自主的な判断によ
らない抑圧性の下での取引である８）。
　課徴金の算定について、2 条 9 項 5 号に該当し
19 条に違反する行為を 20 条 6 の「違反行為」と
捉える考え方に立てば、個々の劣位納入業者に対
して、種類は異なっても何らかの不利益行為が行
われていれば、抑圧性の下での取引として、当該
納入業者に対して不利益行為が行われた期間を違
反行為期間として課徴金を算定することになる。
このような考え方に対し、本判決の算定方法では、
濫用行為が行われていない取引、言い換えれば、
劣位納入業者が自由で自主的な判断の下に行った
取引も含めて課徴金を算定することになる９）。

　３　本判決は、20条の6の「違反行為」について、
従業員等の派遣等異なる種類の不利益行為が「組
織的かつ計画的に一連のものとして実行されたも
のと認められる」場合には、「全体として 1 個の
違反行為」が成立すると構成する。この点につい
ては、違反行為は、行為者側の事情だけからでな
く、行為の影響も考慮して捉えなければならない
との指摘がなされている 10）。
　本判決は、上記のような「違反行為」について
の考え方が、課徴金制度の趣旨から導かれるとし
て機械保険カルテル事件の最高裁判決 11）を引用
する。本判決が、この最高裁判決を引用した趣旨
は、最高裁が、「課徴金制度が行政上の措置であ
るため、算定基準も明確なものであることが望ま

しく、また、制度の積極的かつ効率的な運営によ
り抑止効果を確保するためには算定が容易である
ことが必要である」と述べている点に着目して、
上記の考え方を導いたものと解される。
　確かに、先に述べたように、劣位納入業者ごと
に不利益行為が行われた期間を認定してこの期間
における当該劣位納入業者からの購入額を算定す
る方法は、本判決が述べる方法に比べれば算定が
煩雑になるのかも知れない。もっとも、2 条 9 項
5 号該当の判断において、劣位納入業者は特定さ
れており、当該劣位納入業者に対していずれかの
不利益行為が行われたことも認定されている。不
利益行為の始期・終期を判断する負担が増すが、
そのことを理由に、濫用行為の影響の及んでいな
い取引をも含めて課徴金を算定するように 20 条
の 6 の「違反行為」の解釈を導くことはできな
いように思われる 12）。
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